
利用の
ご案内

はじめに

① 家事代行サービス利用券による多子世帯応援事業とは

やまぐち子育て連盟・多子世帯応援事業

第3子以降の出生のあった世帯に対し、県から家事代行サービス利用券（以下「利用券」という。）を贈呈し、

あらかじめ県が指定した登録事業者による家事代行サービス等の利用料金の支払に使用していただく事業です。

本事業では、多子世帯の子育てにおける肉体的・精神的負担の軽減を図るとともに、社会全体での子育て支

援の気運の醸成を図ることを目的としています。

●対 象 世 帯：山口県に住所がある方のうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、第3子以降の

お子さんを出産された世帯

●贈 呈 額：第３子以降のお子さん一人につき50,000円分（1,000円×50枚）

●有 効 期 限：出生日の翌年度の１月末

※ただし、サービス利用時に山口県から転出されている方は家事代行サービス利用券を使用できません。

〒７５３－８５０１ 山口市滝町１番１号（山口県庁５階）

電話：０８３－９３３－２７４０ ＦＡＸ:０８３－９３３－２７５９

Email: a13300@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県こども政策課お問い
合わせ

② 家事代行サービス利用券使用上の注意

★当券は、あらかじめ県が登録したサービス事業者でのみ使用可能です。また、他者への譲渡はできません。

当券を使用可能なサービス事業者は、４ページ以降の事業者一覧や県ホームページからご確認ください。

★当券が使用できないサービスもありますので、ご予約時にサービス事業者に当券を使用することを伝えた

うえで、ご希望のサービスに当券の使用が可能であることを確認してください。

★当券は、切り離さず料金支払時にサービス事業者にお渡しください。切り離された場合は無効となります。

★当券は、理由の如何を問わず表面の有効期限を経過すると無効になります。

★当券は、現金とのお引換えはできません。

★千円未満の端数は現金等でお支払いください。お釣りが不要の場合でも利用料金を超える額の当券の使用

はできません。また、１回の支払額が千円未満の場合は当券は使用できません。

★当券の盗難、紛失及び滅失について、発行者は責任は負いません。

★サービス利用時に山口県から転出されている方は、当券を使用できません。

本事業に係る県HP

山口県

見 本 見 本
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ご使用方法

④ 家事代行サービス利用券での支払い

③ 家事代行サービス利用券が使用できるサービス

・上記を組み合わせたサービスでの使用も可能です。

・上記の他はサービスに付随する交通費（出張料、駐車料金、フェリー料金等）及びキャンセル料にのみ

使用することができます。

・日用品や食料品等の物品そのものの代金、衣料品等のクリーニング代金や商品、部品の購入代金等には

使用できません。

当券は切り離さず、冊子のまま使用してください。１回の利用で複数枚使えますが、お釣りは出ません。

１回の支払額が1,000円未満の場合は使用できません（例 2）。

また、利用料金を超える額の利用券は使用できないため、端数は現金等のサービス事業者が指定する方法で

お支払いください（例 3）。

区 分 サービス内容

①家事代行サービス

（日常行う家事の範囲に限る）

※日常の家事を代行するもので、一般的には

ご家庭にある用具・洗剤等を使用して実施す

るサービスのこと

ア 掃除

イ 洗濯

ウ 炊事

エ 食料品及び日用品の買い物

オ その他多子世帯の負担軽減に資する家事

②ハウスクリーニングサービス

※掃除に関する専門知識を持つプロの作業ス

タッフが専用の掃除道具や洗剤を駆使し、徹

底的に汚れを落とすサービスのこと

ア エアコンのクリーニング

イ レンジフード・換気扇のクリーニング

ウ 洗濯槽のクリーニング

エ 水回り（キッチン、洗面所、浴室、トイレ）

のクリーニング

当券で利用できるサービスは、多子世帯の家事負担の軽減を図り、お子様と過ごす時間を増やすことに寄与

するもので、県が認めた下表に示したサービスに限られています。

サービスの申込み時に必ずサービス事業者に当券の使用を申し出の上、使用が可能なサービスであることを

確認した上でご予約をお願いします。なお、１回で使用できる利用券の額に制限はありません。
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ご利用の流れ

サービス事業者を選択しサービスを予約Step1
▶4ページ以降の事業者一覧や県ホームページ等からサービス事業者を選択します。

（Ｐ４～対応エリア別事業者一覧、Ｐ9～家事代行サービス事業者リスト、Ｐ13～ハウスク

リーニング事業者リストをご参照ください。）

▶サービス事業者に連絡し、「家事代行サービス利用券」を使用することを伝えてください。

Webや電子メール等で予約される場合には、「家事代行サービス利用券」を使用すること

を必ず記載して下さい。

▶当券で利用できるサービスの中から、ご希望のサービス、日時等を予約します。

（ご注意）

・年末年始等の繁忙期や有効期限間近の時期は特に予約が取りにくくなるため、早めのご予約

とご使用をお願いします。

・県のホームページに掲載している情報は、最新の情報ではない場合があります。サービス

内容や営業日等の最新の情報は、ご予約時にサービス事業者に直接ご確認ください。

県HP（事業者一覧）

家事代行等のサービスを利用Step２
▶予約日当日に家事代行等のサービスを受けます。

（ご注意）

・当券はP2のサービス料金の支払の他は、出張料、駐車料金、フェリー料金等）及びキャ

ンセル料にのみ使用することができます。

・日用品や食料品等の物品そのものの代金、衣料品等のクリーニング代金や商品、部品の

購入代金等には使用できません。

サービス利用料金の支払Step３
▶家事代行サービス利用券を使用して、サービスの利用料金を支払います。

（ご注意）

・支払時は、当券は切り離さず、冊子のままサービス事業者に渡してしてください。

・１回の利用で複数枚使えますが、お釣りは出ません。

・１回の支払額が1,000円未満の場合は使用できません。

・ご利用料金を超える額の利用券は使用できないため、端数は現金等のサービス事業者が

指定する方法でお支払いください。

利用完了Step４
▶当券は一度に全て使用することもできますが、数回に分けて使用することも可能です。

その場合は再度Step１から同様の手順でご使用ください。

（ご注意）

・当券は、理由の如何を問わず表面の有効期限を経過すると無効になります。

・有効期限に十分注意してご使用ください。
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